
 
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
特

定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
定
款
変
更
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。

 
 

平
成
二
十
七
年
五
月
十
八
日

広
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事
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彦

特
定
非
営
利
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動
法
人
の

名 
 
 

称

代

表

者

の

氏

名

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

定

款

に

記

載

さ

れ

た

目

的

定
款
変
更
の

内

容

申

請

の

あ

っ

た

年

月

日

特
定
非
営
利

活
動
法
人
中

国
キ
ャ
リ
ア

コ
ン
サ
ル
タ

ン
ト
研
究
会 

沖
野 

和
夫 
広
島
県
広
島

市
中
区
富
士

見
町
一
一
番

六
号
エ
ソ
ー

ル
広
島
九
一

五
号

こ
の
法
人
は
、
会
員

相
互
に
研
鑽
を
重
ね

る
こ
と
に
よ
っ
て
キ

ャ
リ
ア
コ
ン
サ
ル
タ

ン
ト
と
し
て
の
資
質

を
高
め
、
あ
ら
ゆ
る

求
職
者
や
在
職
者
に

対
し
て
メ
ン
タ
ル
ヘ

ル
ス
や
キ
ャ
リ
ア
に

関
す
る
教
育
、
訓
練
、

相
談
、
調
査
、
研
究

等
の
事
業
を
行
い
、

求
職
者
や
在
職
者
自

ら
の
キ
ャ
リ
ア
ビ
ジ

ョ
ン
を
踏
ま
え
た
的

確
な
職
業
選
択
や
キ

ャ
リ
ア
の
開
発
又
は

雇
用
機
会
の
拡
充
を

支
援
す
る
活
動
を
行

う
こ
と
で
健
全
な
雇

用
環
境
の
創
出
と
社

会
経
済
へ
の
貢
献
を

は
か
り
、
も
っ
て
公

益
の
増
進
に
寄
与
す

る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。

事
務
所
の
追
加
、 

特
定
非
営
利
活

動
の
種
類
及
び

事
業
の
変
更
、

法
改
正
に
伴
う

字
句
の
変
更 

平
成
二
七
年

四
月
二
七
日 


